
資料 ３ 

 

 

公共事業新規評価個別地区の評価について 

 

 

１ 新規評価箇所数一覧       P１～  

２【森林整備課】          P２～  

  治山事業 相ノ浦地区 

３【河川砂防課】          P７～  

  砂防事業 中村川 

 

 



令和５年度補正予算　新規評価箇所数一覧（整備系）

1千万円 5千万円 1億円 10億円

以上 以上 以上 以上

～～～～

5千万円 1億円 10億円

未満 未満 未満

治山事業 9 9 4 3 3

河川砂防課 砂防事業 5 5 5 5 5

14 14 9 8 0 3 5 0

100% 64% 57%

検討
箇所数

部評価
箇所数

事業担当課
が評価した
件数

現地機関
評価
箇所数

事業担当
課評価
箇所数

評価箇所数

事業名課名

部が評価
した件数

合計

検討箇所数に占める割合

森林整備課
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治山事業

農林水産部 森林整備課

○事業概要

事業地区 相ノ浦地区 （多久市）

事業期間 令和５～７年度 （３箇年）

総事業費 ８０百万円

○事業の目的

当地区は多久インターから北に約１.２ｋｍに位置し、これまで
の豪雨災害により渓岸・渓床が侵食した地区である。

今後の集中豪雨等により、さらに渓岸侵食が進行し、土石流が
発生する恐れがあるため、渓間工（治山ダム）の実施により災害
の未然防止を図る。

あい の うら
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治山事業 大野地区（佐賀市富士町大字大野一本松地内）
おおの○事業位置図

相ノ浦地区

多久インター

施工箇所：多久インターから北に約１.２km付近

国道 203 号線

市道
大工田相ノ浦線

至 小城市

至 唐津市

③ 荻平地区（唐津市 相知町 伊岐佐 字荻平 地内）

整備の必要性：当地区は、これまでの豪雨で渓岸侵食が進行しており、渓流内の不安定土石が
流出し下流に堆積していることから、今後の豪雨等により土石流が発生する恐れがある。
このため、渓間工（治山ダム）及び流路工を実施し、災害の未然防止を図る。

おぎだいら

4

計画箇所

④ 不安定土石堆積状況

〇被災状況・復旧計画

保全対象（崩壊地からの距離）
人家30戸（0.4ｋｍ）

国道（1.0ｋｍ）、市道（0.4ｋｍ）

３

２

相ノ浦集落

国道２０３号線

多久インター

③ 治山ダム計画箇所

② 渓岸侵食状況

４

① 流末箇所土石堆積状況

市道
大工田相ノ浦線１
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○新規マニュアル評価に基づく評価内容

事業区分

事 業 名

整備系（生活関連事業）

治山事業

（１）位置づけ
○施策に関する方針
さがの森林・林業ビジョン2023（防災につながる森林づくり）に位置づけられている。【10/10】

○山地災害発生等の危険度

不安定土石の流出等の状況があり、災害発生の恐れが高い。 【50/50】

○防災点検

山地災害危険区域であり、保全人家戸数 30戸。 【40/40】

【100/100】 ≧ 80 ・・・（Ａ）

保安林若しくは山地災害危険区域であり、保全人家戸数10戸以上。 【40/40】
保安林若しくは山地災害危険区域であり、保全人家戸数10戸未満。 【20/40】
保安林若しくは山地災害危険区域でない。 【 0/40】

位置づけられている【10/10】 位置づけられていない【0/10】

山腹崩壊、落石の発生、不安定土石の流出等の状況があり、災害発生の恐れが高い。【50/50】
山腹亀裂、落石の兆候、不安定土石の堆積等の状況があり、経年変化による災害発生の恐れがある。【30/50】
山腹亀裂、石の兆候、不安定土石の流出等の状況は軽微であり、当面災害発生の恐れはない。【0/50】

○新規マニュアル評価に基づく評価内容

（２）必要性・効果 【90/100】 ≧ 80・・・（Ａ）

費用対効果は、2.0 以上 【60/60】 １.0 以上～2.0 未満 【50/60】 1.0 未満 【0/60】

○費用対効果（Ｂ／Ｃ）

費用対効果（Ｂ／Ｃ）は、10.57である。 【60/60】

※治山事業の費用対効果（Ｂ／Ｃ）の考え方

○総便益（Ｂ）：治山事業によりもたらされる総便益額（７０３,７３２千円）

○総費用（Ｃ）：治山事業に要する総費用（６６,５６４千円）

○費用便益比：総便益（Ｂ）／総費用（Ｃ） ７０３,７３２／６６,５６４＝１０.５７
（評価期間：整備期間３年と耐用年数５０年）

（内訳）
災害防止便益：山腹崩壊や土石流による想定被害額を基に評価

（内訳） 事業費 社会的割引率４％
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○新規マニュアル評価に基づく評価内容

○福祉・公共施設等の有無

被害想定区域内に公共施設（国道・市道）がある。 【10/10】

福祉又は公共施設がある。【10/10】 福祉又は公共施設がない。【0/10】

※ 被害想定区域内に国道203号線、市道大工田相ノ浦線がある。

○危険度判定

渓流の渓床勾配は（20%）である。 【10/20】

30%以上（急） 【20/20】 10%以上～30%未満（中） 【10/20】 10%未満（緩）【0/20】

※ 地形条件によって、災害発生の危険度が異なり、急峻、急勾配ほど危険度が高くなる。

災害履歴がある。 【10/10】 災害履歴がない。 【0/10】

※令和３年８月及び令和５年７月の集中豪雨により土砂流出の災害履歴がある。

○災害の発生履歴

過去に災害の発生履歴がある。 【10/10】

○新規マニュアル評価に基づく評価内容

（３）実施環境

○周辺住民の合意

地元からの要望がある。 【60/60】

○市町の取り組み状況

多久市も事業に向け積極的である。 【40/40】

地元からの要望がある。 【60/60】
地元の一部（個人的）からの要望がある。 【40/60】
地元からの要望は無い。 【0/60】

積極的である。 【40/40】 協力的である。 【20/40】 消極的である。 【0/40】

【積極的】 地元説明会、用地交渉などの地元調整を行い、実施に向け積極的に働きかけをしている。
【協力的】 〃 日程を調整し、同席している。
【消極的】 〃 日程を調整するももの、同席しないなど、県任せとしている。

【100/100】 ≧ 80・・・（Ａ）
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○新規評価に基づく判断

総合評価：Ⅰ 優先的に事業を実施

（１）位置づけ 【100/100】 ≧ 80 ・・・ （A）

（２）必要性・効果 【 90/100】 ≧ 80 ・・・ （A）

（３）実施環境 【100/100】 ≧ 80 ・・・ （Ａ）
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砂防事業

河川砂防課

○事業概要

事業地区
中村川
（小城市小城町晴気地内）

事業期間 令和６～１２年度

総事業費 ３５０百万円

○事業の目的

中村川渓流は、土砂災害警戒区域に保全人家51戸、県道天山

公園線他、福祉施設１戸、公民館３戸が存在する土石流危険渓流
である。渓流の荒廃が見られ河床には土砂が堆積しており、近年
の集中豪雨により土砂災害発生の危険性が懸念され早急な整備
が望まれている。

このため、砂防施設の整備を行い、土砂災害から住民の生命や
財産を守るものである。
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○事業概要(位置図)

（一）天山公園線

晴
気
川

長崎自動車道

203

多久市

小城
スマートIC

新規事業予定箇所

晴田小学校

小城市

Ｎ

至 佐賀市

○事業概要

堰堤位置（想定）

（一）天山公園線

保全家屋 51戸
福祉施設 1戸
公民館 3戸
保全道路 0.60km

砂防堰堤一般図

46.5m

2.6m
11.0

ｍ

【事業概要】
工 期 ： R６ ～ R１２

総事業費 ： ３５０百万円

整備内容 ： 重力式コンクリート砂防堰堤
（Ｈ＝１１．０ｍ Ｗ＝４６．５ｍ） １基
渓流保全工 Ｌ＝４３．０ｍ

公民館

福祉施設
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○新規マニュアル評価に基づく評価内容

事業区分

事業名

整備系（生活関連事業）

砂防事業（生活関連）

（１）位置付け

県土整備部基本方針（土砂災害防止対策の推進）に位置づけられている【10/10】

土石流危険渓流であり保全人家５１戸がある 【50/50】

自主避難の実績がない 【0/40】

（B）【60/100】

位置付けられている【10/10】 位置付けられていない【0/10】

○県土整備部の政策に関する方針等

○防災点検箇所

土石流危険渓流であり、保全人家５戸以上又は５戸未満で公共施設がある【50/50】
土石流危険渓流であり、保全人家５戸未満【30/50】
土石流危険渓流であり、今後住宅等新築可能な地域【10/50】 土石流危険渓流でない【0/50】

○避難実績

避難勧告の実績がある【40/40】 自主避難の実績がある【20/40】 自主避難の実績がない【0/40】

○新規マニュアル評価に基づく評価内容

（２）必要性・効果 （A）【80/100】

費用対効果（B／C）は２．０以上である。 【60/60】
○費用対効果（B／C）

２．０以上【60/60】 ＝ ３６．３２億円／３．０６億円 ＝ １１．８６
１．０以上～２．０未満【50/60】
１．０未満【0/60】

※砂防事業の費用対効果（B／C）の考え方

○総便益（B）：砂防事業によりもたらされる総便益額
（内訳）

・一般資産被害（家屋、家庭用品、事業所資産、農漁家資産）

・農作物被害（水稲、畑作物）

・公共土木施設等災害被害（道路、橋梁、農地等）

・間接被害（事業所の営業停止被害、応急対策被害等）

・人身被害（逸失利益、精神的損害額）

・残存価値

○総費用（C）：砂防施設整備及び維持管理に要する総費用
・建設費、維持管理費 ( ※事業完了後50年間 ）

○費用便益比（B ／C）：総便益（B）／総費用（C）
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○新規マニュアル評価に基づく評価内容

近傍の過去の土砂災害発生がない 【0/10】
○土砂災害発生回数

流出する土砂を現砂防施設で止める割合（５０％未満） 【10/10】

近傍の過去の土砂災害発生回数（１回以上）【10/10】
近傍の過去の土砂災害発生がない【0/10】

○危険度判定（流出土砂の抑制）

流出する土砂を現砂防施設で止める割合（５０％未満）【10/10】 現砂防施設なし 0％
流出する土砂を現砂防施設で止める割合（５０％以上）【 0/10】

流域内の土地の荒れ具合の割合（１０％未満） 【0/10】

流域内の土地の荒れ具合の割合（１０％以上）【10/10】
流域内の土地の荒れ具合の割合（１０％未満）【 0/10】

○危険度判定（流域の荒廃状況）

被害想定区域内に福祉又は公共施設がある 【10/10】

被害想定区域内に福祉又は公共施設がある【10/10】
被害想定区域内に福祉又は公共施設はない【 0/10】

○福祉・公共施設等の有無

福祉施設：児童福祉施設、老人福祉施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、医療提供施設、幼稚園
生活保護法に基づく救護施設、厚生施設、医療保護施設、学校教育法に基づく盲学校、聲学校、養護学校

公共施設：公民館、病院、学校、河川、国道、県道、市道等

渓流荒廃面積÷流域面積＝8.7％

公共施設
福祉施設１戸、公民館３戸、県道、

○新規マニュアル評価に基づく評価内容

（３）実施環境

地元自治会からの要望がある 【60/60】

（A）【80/100】

○周辺住民の合意

事業に向け協力的である 【20/40】

①地元からの要望がある【60/60】
②地元の一部から要望がある【40/60】
③地元からの要望はない【0/60】

○市町村の取組み状況

①事業に向け積極的である【40/40】
②事業に向け協力的である【20/40】
③事業に向け消極的である【 0/40】
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○新規評価に基づく判断

総合評価：Ⅰ 優先的に事業を実施

（１）位置づけ ・・・ （B）

（２）必要性・効果 ・・・ （A）

（３）実施環境 ・・・ （A）

9
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